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衆
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号



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
お
い
て
は
、
予
防
接
種
の
必
要
性
が
高
い
者
を
対
象
と
し
て
、
市

町
村
長
が
予
防
接
種
を
実
施
し
て
い
る
。
一
方
、
厚
生
労
働
省
国
立
感
染
症
研
究
所
が
作
成
し
た
御
指
摘
の
「
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
Ｑ
＆
Ａ
」
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
は
、
個
人
が
必
要
性
を
判
断
し
た
上
で
任
意
に
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
症
と
重
症
化
を
防
ぎ
た
い
者
を
対
象
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
に

つ
い
て
の
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
同
法
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

ま
た
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
症
と
重
症
化
の
予
防
に
一
定
の
効
果
を
有
す
る
こ
と
に

つ
い
て
の
科
学
的
根
拠
と
し
て
は
、
平
成
九
年
度
か
ら
平
成
十
一
年
度
ま
で
の
間
、
厚
生
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
神
谷

齊
氏
が
主
任
研
究
者
と
な
っ
て
行
っ
た
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
効
果
に
関
す
る
研
究
」
に
お
い
て
、
「
高
齢
者
は

ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に
よ
り
、
接
種
し
な
い
場
合
と
比
べ
て
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
病
リ
ス
ク
を
三
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
死
亡
リ
ス
ク
を
八
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
減
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

米
国
疾
病
対
策
予
防
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｄ
Ｃ
）
の
千
九
百
九
十
七
年
四
月
二
十
五
日
付
け
の
週
報
に
お
い
て
、
「
イ
ン
フ
ル
エ

一



ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
は
、
六
十
五
歳
未
満
の
健
常
者
に
お
い
て
、
お
お
む
ね
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
発
病

を
予
防
す
る
効
果
が
あ
る
。
」
及
び
「
施
設
入
居
の
高
齢
者
に
お
い
て
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
は
、
疾
病
の
重
症
化

や
、
そ
れ
に
よ
る
合
併
症
や
死
亡
を
防
ぐ
こ
と
に
最
も
効
果
的
で
あ
る
。
こ
の
年
齢
に
お
け
る
研
究
で
は
、
ワ
ク
チ
ン
は
入

院
や
肺
炎
を
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
防
ぐ
効
果
が
あ
り
、
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
死
亡
を
防
ぐ
効
果
が
あ
る
。
」

と
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
が
あ
る
。

一
の
（
三
）
に
つ
い
て

適
正
な
使
用
目
的
に
従
い
適
正
に
使
用
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
じ
た
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
健
康
被
害
に
つ
い
て

は
、
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
制
度
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
予
防
接
種
法
の
対
象
者
以
外
の
者
が
受
け
た
予
防
接
種

に
係
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
副
作
用
に
よ
る
健
康
被
害
に
つ
い
て
も
、
そ
の
健
康
被
害
が
医
薬
品
副
作
用
被
害
救

済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
同
法
に
基
づ
く
救
済
給
付
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

な
お
、
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
健
康
被
害
に
対
す
る
救
済
措
置
と
い
う
観
点
か
ら
の
施
策
で
は
な
い
が
、
健
康
被
害
に

よ
り
一
定
の
障
害
等
を
有
す
る
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
例
え
ば
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

二



に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
に
基
づ
く
身
体
障
害
者
福
祉

サ
ー
ビ
ス
等
の
国
民
一
般
を
対
象
と
し
た
施
策
の
給
付
が
、
各
制
度
に
お
け
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
行
わ
れ
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
の
予
防
接
種
法
の
改
正
の
際
の
国
会
に
お
け
る
審
議
を
踏
ま
え
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
に
係
る
意

思
確
認
に
つ
い
て
は
、
「
予
防
接
種
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
三
年
十
一
月
七
日
付
け

健
発
第
千
五
十
八
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
。
以
下
「
平
成
十
三
年
通
知
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
二
類
疾
病
の

予
防
接
種
は
、
個
人
予
防
目
的
に
比
重
を
置
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
の
対
象
者

に
は
予
防
接
種
を
受
け
る
よ
う
努
め
る
義
務
は
課
さ
れ
て
お
ら
ず
、
対
象
者
が
接
種
を
希
望
す
る
場
合
に
の
み
接
種
を
行
う

こ
と
。
」
及
び
「
対
象
者
の
意
思
確
認
が
困
難
な
場
合
は
、
家
族
又
は
か
か
り
つ
け
医
の
協
力
に
よ
り
対
象
者
本
人
の
意
思

確
認
を
す
る
こ
と
と
し
、
接
種
希
望
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
場
合
に
接
種
を
行
う
こ
と
。
対
象
者
の
意
思
確
認
が
最
終

的
に
で
き
な
い
場
合
は
、
予
防
接
種
法
に
基
づ
い
た
接
種
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。
」
と
定
め
、
各
都
道
府
県
知
事
、

政
令
市
長
及
び
特
別
区
長
に
対
し
て
周
知
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

老
人
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
高
齢
者
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
を
技
術
的
助
言
と
し
て

三



参
考
に
し
な
が
ら
、
各
市
町
村
長
が
実
施
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

三
の
（
一
）
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ｑ
＆
Ａ
」
（
以
下
「
厚
生
労
働
省
Ｑ
＆
Ａ
」
と
い

う
。
）
の
御
指
摘
の
記
述
は
、
一
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
報
告
等
を
踏
ま
え
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

三
の
（
二
）
に
つ
い
て

昭
和
五
十
一
年
か
ら
平
成
六
年
ま
で
に
予
防
接
種
法
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
の
接
種
回
数
は
、

約
三
億
四
千
万
回
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
六
年
末
の
時
点
で
、
同
法
に
基
づ
く
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す

る
措
置
に
よ
り
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
と
し
て
、
そ
の
遺
族
が
死
亡
一
時
金
の

給
付
を
受
け
た
件
数
は
十
四
件
で
あ
る
。
御
指
摘
の
厚
生
労
働
省
Ｑ
＆
Ａ
は
、
こ
の
接
種
回
数
と
件
数
を
踏
ま
え
、
記
述
し

た
も
の
で
あ
る
。

三
の
（
三
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
厚
生
労
働
省
Ｑ
＆
Ａ
で
列
記
し
て
い
る
症
状
は
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
七
十
七

条
の
四
の
二
の
規
定
等
に
基
づ
き
、
医
薬
品
の
製
造
業
者
等
か
ら
厚
生
労
働
省
へ
報
告
さ
れ
た
も
の
、
平
成
十
三
年
通
知
に

四



よ
る
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
実
施
要
領
」
に
基
づ
く
予
防
接
種
後
副
反
応
報
告
と
し
て
厚
生
労
働
省
へ
報
告
さ
れ
た

も
の
等
を
基
に
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
報
告
は
、
必
ず
し
も
予
防
接
種
と
の
因
果
関
係
が
明
確
な
も
の
で
は
な
く
、
当
該
事
例
の
原
因
が
予
防
接
種
で

な
い
も
の
も
含
ま
れ
得
る
。
こ
の
た
め
、
御
指
摘
の
厚
生
労
働
省
Ｑ
＆
Ａ
で
列
記
さ
れ
た
症
状
と
予
防
接
種
と
の
関
連
に
つ

い
て
は
、
明
ら
か
な
証
拠
が
確
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

四
の
（
一
）
に
つ
い
て

重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
」
と
い

う
。
）
と
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
の
初
期
症
状
は
類
似
し
て
お
り
、
仮
に
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
が
再
び
流
行
し
た
場
合
に
、
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
を
発
症
し
た
者
が
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
を
発
症
し
た
と
疑
わ
れ
る
等
の
混
乱
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
も
、
予
防
接
種
法
の
対
象

と
な
ら
な
い
者
も
含
め
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
情
報
提
供
は
、
一
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
報
告
等
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
二
千
三

年
七
月
三
日
付
け
の
世
界
保
健
機
関
（
以
下
「
Ｗ
Ｈ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
第
九
十
四
報
の
み
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

四
の
（
二
）
に
つ
い
て

五



イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
が
、
当
該
疾
病
の
発
症
と
重
症
化
の
予
防
に
一
定
の
効
果
を
有
す
る
こ
と
は
、
科
学
的
な

根
拠
が
あ
る
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
が
再
流
行
す
る
危
険
性
が
あ
る
場
合
に
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
発
症
し
た

者
が
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
を
発
症
し
た
と
疑
わ
れ
る
等
の
混
乱
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
も
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
に
つ
い
て

の
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

四
の
（
三
）
に
つ
い
て

医
療
従
事
者
に
お
け
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
も
、
個
人
が
必
要
性
を
判
断
し
た
上
で
任
意
に
受
け
る

べ
き
も
の
と
考
え
て
お
り
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
は
行
っ
て
い
る
が
、
勧
告
を
行
う
こ
と

は
考
え
て
い
な
い
。

五
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て

「
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
に
お
け
る
留
意
点
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
平
成
十
六
年
一
月
十
五
日
付
け
健
感

発
第
〇
一
一
五
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
長
通
知
。
以
下
「
一
月
十
五
日
通
知
」
と
い
う
。
）
は
、
高

病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
と
そ
の
他
の
ヒ
ト
に
感
染
す
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
と
に
同
時
に
感
染
し
た

者
の
体
内
に
お
い
て
、
両
ウ
イ
ル
ス
の
遺
伝
子
の
再
集
合
が
起
き
、
ヒ
ト
か
ら
ヒ
ト
へ
の
強
い
感
染
力
を
持
つ
新
型
イ
ン
フ

六



ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
が
発
生
す
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る
危
険

性
が
高
い
者
が
そ
の
他
の
ヒ
ト
に
感
染
す
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
に
同
時
に
感
染
す
る
危
険
性
を
低
減
さ
せ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
発
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

ヒ
ト
の
体
内
に
お
い
て
、
両
ウ
イ
ル
ス
の
遺
伝
子
の
再
集
合
が
起
き
る
確
率
及
び
一
月
十
五
日
通
知
に
よ
る
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
予
防
接
種
に
よ
り
、
両
ウ
イ
ル
ス
の
遺
伝
子
の
再
集
合
に
よ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
の
発
生
を
防
止
す

る
効
果
を
定
量
的
に
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
二
千
四
年
一
月
二
十
六
日
付
け
の
「
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

感
染
し
た
可
能
性
の
あ
る
動
物
の
殺
処
理
に
携
わ
る
人
員
の
防
御
に
対
す
る
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
暫
定
的
勧
告
」
（
以
下
「
Ｗ
Ｈ
Ｏ
暫

定
的
勧
告
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
も
、
「
鳥
の
殺
処
理
に
従
事
す
る
者
及
び
大
量
殺
処
理
が
行
わ
れ
た
農
場
の
従
事
者
は
、

ヒ
ト
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
同
時
感
染
を
避
け
、
ウ
イ
ル
ス
遺
伝
子
の
再
集
合
が
起
こ
る

可
能
性
を
最
小
限
に
す
る
た
め
、
現
在
の
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
推
奨
す
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
受
け
る
べ
き
で
あ

る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

五
の
（
三
）
に
つ
い
て

一
月
十
五
日
通
知
に
よ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
は
、
被
接
種
者
が
必
要
性
を
判
断
し
て
任
意
に
行
わ
れ
る
も
の

七



で
あ
り
、
一
月
十
五
日
通
知
に
お
い
て
も
、
被
接
種
者
に
対
し
て
接
種
の
目
的
等
を
十
分
説
明
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
予
防
接
種
法
に
基
づ
き
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
健
康
被

害
が
発
生
し
た
場
合
よ
り
も
手
厚
い
救
済
を
行
う
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

六
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て

一
月
十
五
日
通
知
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬
の
名
称
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
Ｗ
Ｈ

Ｏ
暫
定
的
勧
告
を
踏
ま
え
、
改
め
て
発
出
し
た
「
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
に
お
け
る
留
意
点
に
つ
い
て
（
第
二

報
）
」
（
平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日
付
け
医
政
経
発
第
〇
一
二
九
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
経
済
課
長
通
知
・
健
感

発
第
〇
一
二
九
〇
〇
一
号
同
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
長
通
知
）
に
お
い
て
は
、
「
鳥
の
大
量
殺
処
理
に
従
事
す
る
者
に
Ｈ

�
Ｎ
�
ウ
イ
ル
ス
の
呼
吸
器
感
染
が
疑
わ
れ
る
症
状
が
出
た
場
合
に
は
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
勧
告
を
踏
ま
え
、
リ
ン
酸
オ
セ
ル
タ
ミ

ビ
ル
に
よ
る
治
療
が
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。
」
と
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬
の
名
称
を
示
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

ま
た
、
リ
ン
酸
オ
セ
ル
タ
ミ
ビ
ル
は
、
Ａ
型
及
び
Ｂ
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
が
増
殖
す
る
た
め
に
必
要
な
酵
素
で

あ
る
ノ
イ
ラ
ミ
ニ
ダ
ー
ゼ
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
り
ウ
イ
ル
ス
の
増
殖
を
抑
制
す
る
。
我
が
国
で
行
わ
れ
た
臨
床
試
験
の
成

八



り

績
に
よ
れ
ば
、
リ
ン
酸
オ
セ
ル
タ
ミ
ビ
ル
に
よ
り
Ａ
型
及
び
Ｂ
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
罹
病
期
間
の
中
央
値
が
約
二
十
三
時

間
短
縮
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

リ
ン
酸
オ
セ
ル
タ
ミ
ビ
ル
が
結
合
す
る
ノ
イ
ラ
ミ
ニ
ダ
ー
ゼ
の
部
位
は
、
Ａ
型
及
び
Ｂ
型
に
属
す
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ

イ
ル
ス
に
お
い
て
共
通
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
リ
ン
酸
オ
セ
ル
タ
ミ
ビ
ル
は
Ａ
型
及
び
Ｂ
型
に
属
す
る
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
し
て
も
同
様
に
罹
病
期
間
を
短
縮
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

六
の
（
三
）
に
つ
い
て

現
在
、
薬
事
法
に
基
づ
き
承
認
さ
れ
て
い
る
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
薬
で
あ
る
リ
ン
酸
オ
セ
ル
タ
ミ
ビ
ル
、
ザ
ナ
ミ
ビ
ル
水

和
物
及
び
塩
酸
ア
マ
ン
タ
ジ
ン
を
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
若
し
く
は
治
療
に
使
用
し
た

場
合
の
副
作
用
に
関
す
る
情
報
は
得
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
既
存
の
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
薬
の
添
付
文
書
に
重
大
な
副

作
用
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
副
作
用
名
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
発
生
頻
度
は
不
明
で
あ
る
。九



一
〇


